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はじめに 
しょうし高齢化や核家族化の進展、住民同士のつながりの希薄化など、保健福祉行政を取り巻く環境は
日々めまぐるしく変化していますが、そうしたなかにあっても、仙台市に暮らす市民のみなさま誰もが、
生きがいをもって自分らしく活躍でき、ともに支えあい繋がりあう社会であることが何より大切です。 
そのためには、制度や分野ごとの垣根、「支え手」「受け手」という関係、世代を超えて、行政・地域・関
連団体・市民などの様々な担い手が連携・協働し、人と人、人と資源がつながることで、一人ひとりの暮
らしや生きがい、役割などをともにつくる「地域共生社会」の実現に向けて、保健福祉行政のあり方を見
つめなおしながら、様々な取り組みを進める必要があります。 
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音声コード２ 
本市の障害保健福祉行政においても、「共生のみやこ・共生する社会」を理念に据えて、障害の有無に関
わらず一人ひとりの多様性が尊重され、ほうせつされる社会の実現に向けて取り組みを進めてきたところ
であり、引き続き、市民のみなさまに障害理解の更なる浸透を図り、様々な場面や制度、人々の意識の中
にある社会的な障壁をなくしていくことが重要です。 
本計画では、こうした認識を踏まえ、障害理解の浸透を基盤として、一人ひとりが違う存在であることを
認めあい、尊重しあい、障害のある方もないかたも誰もが生きがいを感じ、自分らしく生きることができ
るまちを市民のみなさまとともにつくることを目指します。 
計画の推進に当たっては、障害保健福祉分野のみならず、健康づくり、高齢福祉、医療などの保健福祉各
分野はもとより、多様な分野とも今まで以上に連携・協働を図りながら、取り組みを進めてまいります。 

 

第いっしょう 計画策定の概要 

１ 趣旨 

仙台しでは、平成 30 年３月に「仙台し障害しゃ保健福祉計画（計画期間：平成 30 年度か

ら令和５年度）」及び「第 5 期仙台し障害福祉計画（計画期間：平成 30 年度から令和２年

度）」、「第いっき仙台し障害じ福祉計画（計画期間：平成 30 年度から令和２年度）」を策

定し、障害しゃ保健福祉せ策の充実に努めてきました。令和２年 12 月にわ障害しゃ保健

福祉計画の中間評価をおこなうとともに、「第 6 期仙台し障害福祉計画（計画期間：令和

３から５年度）」、「第２期仙台し障害じ福祉計画（計画期間：令和３から５年度）」を策定

し、更なるせ策を展開してきました。 

今般、各計画の計画期間が終了することから、これまでの計画の進捗や社会情勢の変化、

国の制度改正の動きなどを踏まえて、新たに本計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

はじめに 
 

少子高齢化や核家族化の進展、住民同士のつながりの希薄化など、保健福祉行政を取

り巻く環境は日々めまぐるしく変化していますが、そうした中にあっても、仙台市に暮

らす市民の皆さま誰もが、生きがいをもって自分らしく活躍でき、ともに支えあい繋が

りあう社会であることが何より大切です。 

そのためには、制度や分野ごとの垣根、「支え手」「受け手」という関係、世代を超え

て、行政・地域・関連団体・市民などの様々な担い手が連携・協働し、人と人、人と資

源がつながることで、一人ひとりの暮らしや生きがい、役割などをともにつくる「地域

共生社会」の実現に向けて、保健福祉行政のあり方を見つめなおしながら、様々な取り

組みを進める必要があります。 

本市の障害保健福祉行政においても、「共生の都・共生する社会」を理念に据えて、

障害の有無に関わらず一人ひとりの多様性が尊重され、包摂される社会の実現に向けて

取り組みを進めてきたところであり、引き続き、市民の皆さまに障害理解の更なる浸透

を図り、様々な場面や制度、人々の意識の中にある社会的な障壁をなくしていくことが

重要です。 

本計画では、こうした認識を踏まえ、障害理解の浸透を基盤として、一人ひとりが違

う存在であることを認めあい、尊重しあい、障害のある方もない方も誰もが生きがいを

感じ、自分らしく生きることができるまちを市民の皆さまと「ともにつくる」ことを目

指します。 

計画の推進に当たっては、障害保健福祉分野のみならず、健康づくり、高齢福祉、医

療などの保健福祉各分野はもとより、多様な分野とも今まで以上に連携・協働を図りな

がら、取り組みを進めてまいります。 
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音声コード３ 

２ 位置づけ 

かっこ 1 法令根拠 

 障害しゃ保健福祉計画は、障害しゃ基本法第 11 条第３項に定める「市町村における障

害しゃのためのせ策に関する基本的な計画（市町村障害しゃ計画）」であり、仙台しの障

害しゃせ策全体の方向性を定めるものです。また、障害しゃ情報アクセシビリティ（こめ

じるし）・コミュニケーションせ策推進法（「障害しゃによる情報の取得及び利用並びに意

思疎通に係るせ策の推進に関する法律」）第９条第１項の規定に基づき、し町村障害しゃ

計画の策定や変更にあたっては同法の規定の趣旨を踏まえることとされています。 

第 7 期障害福祉計画は、障害しゃ総合支援法（「障害しゃの日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」）第 88 条第１項に定める「障害福祉サービス、相談支援及び

地域生活支援事業（こめじるし）の提供体制の確保に関する計画（市町村障害福祉計

画）」であり、サービス等の見こみ量を定めるものです。 

第 3 期障害じ福祉計画は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づき、「障害じ通所支援

及び障害じ相談支援の提供体制の確保に関する計画（市町村障害じ福祉計画）」でありサ

ービス等の見こみ量を定めるものです。仙台しでは、障害のあるかたがたに対し、乳幼児

期から高齢期に至るまで、生涯にわたり切れ目のない総合的な支援の提供を目指す観点か

ら、これら３つの計画を一体のものとして策定します。 

 

◆ 図：各計画と法律の対応 

3 つの根拠法ごとに、対応する計画及び内容を読み上げる。 

・障害しゃ基本法   

計画、障害しゃ保健福祉計画   

内容、障害しゃせ策全体の方向性を定める 

・障害しゃ総合支援法 

計画、第 7期障害福祉計画 

内容、サービス等の見こみ量を定める 

・児童福祉法 

計画、第 3期障害じ福祉計画 

内容、サービス等の見こみ量を定める 

 

 

 

 

 

 


